
 

 

 

 

 

 

 

【教育活動全般】 

①マスク不要を基本として、着脱は個人の判断とします。（必要時の為、ランドセルに予備マ

スクをご用意ください。） 

【登校時、登校後】 

①家庭と連携して、健康観察を行います。体温・検温チェックシートを毎日、確認します。  

児童や家族の体調が悪い場合や風邪症状がある場合は、登校を控えてください。（出席

停止の扱いになります。）お休みする時は、欠席連絡カードまたは電話にて、連絡をお願

いします。通学班にもお知らせください。 

②３年生、４年生は、新館入口の靴箱を使います。 

③登校後や休み時間後は、手洗い、うがい、手指の消毒をしてから、教室に入ります。  

（毎日、清潔なハンカチを持たせてください。） 

④学校で体調が悪くなった場合は、早退とします。お迎えをお願いします。 

【学習活動】 

①感染に注意しながら、通常の学習活動を行います。 

②屋内での活動時は２方向常時換気を基本とし、ｻｰｷｭﾚｰﾀ、空気清浄機も活用します。 

③屋外での活動で、熱中症が心配される場合は、マスクを外す指導をする場合があります。 

④上記に加えて、以下の教科、活動では以下の感染対策をとります。 

 ・合唱、リコーダー等の演奏…前後左右の間隔を確保する。向かい合って歌わない。 

 ・グループ活動、話合い活動、調理実習…少人数グループとし、大声での会話を控える。  

 ・体が密接する活動…大声での会話や発声を控える。 

【給食】 

①配膳時はマスクを着用し、配膳台等のアルコール消毒、手洗い等を徹底します。 

②席をグループにせず、前向きで静かに食べます。 

【学校行事】 

①学校行事、校外学習、宿泊行事は、学校生活に準じた対策をとって、実施します。  

 （規模、内容、方法など一定の配慮をする場合があります。） 

【新型コロナウィルス感染症罹患時】 

①児童、同居のご家族が罹患した際は、学校への連絡をお願いします。 

②決められた期間（陽性者７日、濃厚接触書５日）は出席停止となります。 

 

※裏面（埼玉県教育委員会作成のリーフレット）をご覧ください。 

埼玉小学校 令和５年度 新型コロナウィルス感染防止対応方針 

令和５年４月１０日 

 令和５年度の埼玉小の教育活動がスタートしました。教育委員会等からの指導に沿い、本

年度の新型コロナウィルス感染症への対応方針を以下のとおりとします。保護者の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、今後の状況により、変更する場合があることを御了承ください。また、児童の体質等

により、個別対応が必要な場合は、担任までご連絡ください。 
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する家族がいる

など

マスクが外せない理由

児童生徒・保護者・教職員の皆様へ

皆様のご理解とご協力
をお願いします

R5.3
彩の国
埼玉県 埼玉県教育委員会

■保健体育課（感染症に関すること）
■生徒指導課（いじめ等に関すること）
■人権教育課（偏見・差別等に関すること）

令和５年４月１日から

学校生活も

マスク不要が基本
となりました

マスクをつけなくてもいい学校生活(※)が始まります。

友達の中には、マスクをはずせない人や

マスクをつけられない人がいます。

ひとりひとりの気持ちや考えを尊重して、思いやり

のある行動をとることが大切です。

友達の気持ちを考えずにマスクをつけること、つけ

ないことを無理に求めないようにしましょう。

マスクをつけている人も・マスクをつけていない人も

が っ こ う せ い か つ

き ほ ん

ひと ひと

ともだち

かふんしょう

かんせん じゅうしょうか

がっこうせいかつ

ひと

き も かんが そんちょう おも

こうどう たいせつ

りゆう

ふ よ う

はじ

ともだち き もち かんが

む り もと

た りゅ うい じ こう

かぞく

ひと

※ 次のような場面は、マスク着用が推奨されています。
・登下校時（通勤ラッシュ時）に混雑した電車やバスを利用する場合
・校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合

その他の留意事項

給食等の食事の場面

・適切な換気
・大声での会話は控える
・机を向かい合わせにしない
又は、向かい合わせの場合は
互いに一定の距離（1ｍ程度）を確保

「黙食」は必要ありません

コバトン

これから、夏に向けて暑くなってくると、
熱中症による危険が高まります。
熱中症にならないためにも、校庭や体育館

などで運動するときには、より一層、マスク
を外すよう心がけましょう。

運動するときには、マスクを外します


